
千葉市国民健康保険特定健康診査及び特定保健指導実施要綱 

 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、千葉市国民健康保険条例（昭和６１年千葉市条例第１０号）

第８条第１項に規定する特定健康診査等の実施について必要な事項を定める。 

 

（対象者） 

第２条 特定健康診査等の対象者は、当該年度中に４０歳以上となる千葉市国

民健康保険被保険者とする。 

 

（実施期間） 

第３条 特定健康診査の実施期間は、特定健康診査受診券（以下「受診券」と

いう。）を交付した日から当該年度の２月末日までとする。 

 

（特定健康診査等の業務委託） 

第４条 特定健康診査は、一般社団法人千葉市医師会（以下「千葉市医師会」

という。）に委託する。 

２ 特定保健指導は、千葉市医師会及び千葉市保健指導業務委託契約検討委員

会設置要綱に規定する検討委員会で指定する者（以下「指定事業者」という。）

に委託する。 

 

（実施場所） 

第５条 特定健康診査は、千葉市医師会の推薦を受けて市が指定する医療機関

（以下「医療機関」という。）で行う。 

２ 特定保健指導は、医療機関又は市が別に指定する場所で行う。 

 

（受診券及び被保険者証） 

第６条 市は、対象者に受診券を交付する。 

２ 特定健康診査を受ける者は、市が交付した受診券と国民健康保険被保険者

証（以下「被保険者証」という。）を医療機関の窓口に提示する。 

３ 当該医療機関は、被保険者証及び受診券の内容を確認したうえで特定健康

診査を行う。 

４ 特定保健指導を利用する者は、被保険者証を医療機関の窓口または指定事

業者に提示する。 

５ 当該医療機関及び指定事業者は、被保険者証の内容を確認したうえで特定

保健指導を行う。 



（特定健康診査） 

第７条 特定健康診査の検査項目は、特定健康診査検査項目一覧表（別表１）

のとおりとする。 

２ 医療機関は、特定健康診査の結果から、健康の保持に努める必要がある者

に対し、生活習慣病のリスクに応じて厚生労働省令に定める「動機付け支援」、

「積極的支援」に階層化し、特定保健指導の要否等を判定する。 

３ 特定健康診査の実施回数は、１人につき１会計年度１回とする。 

 

（特定健康診査に関する結果の通知） 

第８条 特定健康診査を行った医療機関の医師は、特定健康診査を受けた者に

対し、特定健康診査受診結果通知表として特定健康診査受診記録票の記載内

容を説明し、通知する。 

 

（特定保健指導） 

第９条 医療機関で実施する場合の特定保健指導の実施内容は、特定保健指導

実施内容一覧表（別表２）のとおりとする。 

２ 指定事業者で実施する場合の特定保健指導の実施内容は、別に市が定める

ものとする。 

３ 医療機関で実施する場合の特定保健指導の初回面接は、第８条に定める特

定健康診査に関する結果の通知の際に開始することができる。 

 

（費用の額） 

第１０条 特定健康診査の費用の額は、特定健康診査単価表（別表３）のとお

りとする。 

２ 医療機関で実施する場合の特定保健指導の費用の額は、特定保健指導単価

表（別表４）のとおりとする。 

３ 第１項及び第２項の費用の額を改定する場合は、市は千葉市医師会と協議

する。 

４ 指定事業者で実施する場合の特定保健指導の費用の額は、別に市が定める

ものとする。 

 

（費用の負担） 

第１１条 特定健康診査の費用は、受診者の負担額（以下「自己負担金」とい

う。）を５００円とし、市の負担額は、費用から自己負担金を控除した額とす

る。 

２ 特定保健指導の費用は、市が全額負担する。 

 



（費用の請求） 

第１２条 医療機関は、特定健康診査については終了後に、千葉県国民健康保

険団体連合会（以下「国保連合会」という。）に報告・請求を行う。 

  なお、請求金額は、特定健康診査等の費用から自己負担金を控除した額と

する。 

２ 医療機関で実施した特定保健指導については、初回面接終了後及び評価終

了後に、国保連合会に報告・請求を行う。 

３ 第１項及び第２項に定める報告・請求については、特定健康診査等実施月

の翌々月５日までに行うものとする。なお、報告期限が土曜日、日曜日及び

国民の祝日に当たる場合は、その翌日を報告期限とする。 

４ 指定事業者で実施した特定保健指導については、別に市が定める方法で、

市に報告・請求を行う。 

 

（費用の支払い） 

第１３条 医療機関で実施した特定健康診査等について、国保連合会は報告内

容等を審査のうえ、特定健康診査等を行った医療機関に対し、その費用を支

払う。 

２ 受診者は、自己負担金を受診時に医療機関に支払う。 

３ 指定事業者で実施した特定保健指導に係る費用については、別に市が定め

る方法で支払う。 

 

（特定健康診査等の事務委託） 

第１４条 特定健康診査等結果データ（以下「健診等結果データ」という。）の

管理、特定健康診査等の費用の支払いに関する事務を国保連合会に委託する。 

 

（健診等結果データの報告） 

第１５条 医療機関は、特定健康診査等の実施後に、健診等結果データを国保

連合会に送付する。 

 

（健診等結果データの管理） 

第１６条 国保連合会は、健診等結果データを管理し、特定健康診査等の事業

実施に必要な報告集計を行う。 

 

（事業評価） 

第１７条 市は、健診等結果データと医療レセプトデータを分析し、事業評価

を行う。 

 



（補足） 

第１８条 この要綱に定めるもののほか、特定健康診査等の実施に関し必要な

事項は、別に定めるものとする。 

 

附 則 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 



附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 



質問(問診）

理学的所見（身体診察）

身長

体重

腹囲

BMI

収縮期血圧

拡張期血圧

中性脂肪

HDL-コレステロール

LDL－コレステロール

AST(GOT)

ALT(GPT)

γ－GT(γ－GTP)

血清クレアチニン（※1）

eGFR（※1）

尿酸検査 血清尿酸（※1）

空腹時血糖

ヘモグロビンA1c

尿糖

尿蛋白

尿潜血（※1）

赤血球数

血色素量

ヘマトクリット値

（※2）詳細な健診の項目は、平成29年8月1日厚生労働省告示第265号の
　　　　実施基準に基づき、医師が必要と認めるときに実施する。

内　容

特定健康診査検査項目一覧表(別表１）

区　分

特
定
健
康
診
査

基本的な健診の
項目

脂質検査

肝機能検査

血糖検査

腎機能検査

詳細な健診の項
目 (※2)

（※1）千葉市独自の追加項目（ただし血清クレアチニンについては、実施基準に
　　　　基づき医師が必要と認めた者については詳細な健診の項目として取扱う。）

　診　察

　血液検査

　尿検査

　貧血検査

　心電図検査

　眼底検査

 

 



（２）最終評価　(※１）

２　積極的支援

（※１）最終評価の実施時期
○初回面接から必ず３か月以上経過した後に実施すること。
○積極的支援においては、継続的支援の最終回がこの時期に該当する場合は、これと同
時に実施することができる。

（※２） 継続的支援の内容
○ 積極的支援対象者の過去の生活習慣及び行動計画の状況を踏まえ、積極的支援対象者
の必要性に応じた支援。
○ 食事、運動等の生活習慣の改善に必要な事項について実践的な指導をすること。
○ 進捗状況に関する評価として、積極的支援対象者が実践している取り組み内容及びそ
の結果についての評価（中間評価）を行い、必要があると認めるときは、行動目標及び
行動計画の再設定を行うこと。
○ 行動計画の実施状況について記載したものの提出を受け、それらの記載に基づいて支
援を行うこと。

１　動機付け支援

内　　容

（１）初回面接
・個別面接２０分
・心電図検査（特定健康診査の詳細な健診の項目として心電図検査
を実施した場合や、特別な事情がある場合を除く）

特定保健指導実施内容一覧表（別表２）

（３）最終評価　(※１）
個別面接又は通信（電話・電子メール・FAX等）。

詳細な指導は不要。

個別面接又は通信（電話・電子メール・FAX等）。
詳細な指導は不要。

内　　容

（１）初回面接
・個別面接２０分
・心電図検査（特定健康診査の詳細な健診の項目として心電図検査
を実施した場合や、特別な事情がある場合を除く）

（２）継続的支援
               (※２）

平成29年厚生労働省告示第267号で定めた実施方法に基づき、180
ポイントの支援を実施する。

 

 

 

 



令和５年度
１　基本項目

問診
理学的所見（身体診察）
身長
体重
肥満度・標準体重
血圧
中性脂肪
ＨＤＬ－コレステロール
ＬＤＬ－コレステロール
ＡＳＴ（ＧＯＴ）
ＡＬＴ（ＧＰＴ）
γ－ＧＴ（γ－ＧＴＰ）

腎機能検査 血清クレアチニン（※）、eGFR（※）
尿酸検査 血清尿酸（※）

空腹時血糖
ヘモグロビンA1c
尿糖・半定量
尿蛋白・半定量
尿潜血・半定量（※）

（※）千葉市独自の追加項目

２　詳細項目
末梢血液一般検査

計

心電図検査（１２誘導）

計

健診医療機関実施分精密眼底検査

計
上記以外医療機関実施分精密眼底検査

計 4,202円

眼底検査

1,120円

税率及び税額
10%

112円
1,232円
3,820円

税率及び税額
10%

382円

心電図検査

1,300円

税率及び税額
10%

130円
1,430円

貧血検査

210円

税率及び税額
10%
21円
231円

税率及び税額
10%

819円
合計額 9,009円

血液学的検査判断料（ヘモグロビンA1c） 1,250円
結果等通知費（再診料） 690円

小計 8,190円

尿検査 260円

採血料 370円
生化学検査・判断料 1,440円

脂質検査

990円肝機能検査

血糖検査
490円

特定健康診査単価表（別表３）

健診項目区分
個別方式

単価

診察 2,700円

 

 



令和４年度
１　基本項目

問診
理学的所見（身体診察）
身長
体重
肥満度・標準体重
血圧
中性脂肪
ＨＤＬ－コレステロール
ＬＤＬ－コレステロール
ＡＳＴ（ＧＯＴ）
ＡＬＴ（ＧＰＴ）
γ－ＧＴ（γ－ＧＴＰ）

腎機能検査 血清クレアチニン（※）、eGFR（※）
尿酸検査 血清尿酸（※）

空腹時血糖
ヘモグロビンA1c
尿糖・半定量
尿蛋白・半定量
尿潜血・半定量（※）

（※）千葉市独自の追加項目

２　詳細項目
末梢血液一般検査

計

心電図検査（１２誘導）

計

健診医療機関実施分精密眼底検査

計
上記以外医療機関実施分精密眼底検査

計

尿検査 260円

特定健康診査単価表（別表３）

健診項目区分
個別方式

単価

診察 2,700円

脂質検査

990円肝機能検査

血糖検査
490円

採血料 370円
生化学検査・判断料 1,440円

血液学的検査判断料（ヘモグロビンA1c） 1,250円
結果等通知費（再診料） 690円

小計 8,190円

税率及び税額
10%

819円
合計額 9,009円

貧血検査

210円

税率及び税額
10%
21円
231円

心電図検査

1,300円

税率及び税額
10%

130円
1,430円

4,202円

眼底検査

1,120円

税率及び税額
10%

112円
1,232円
3,820円

税率及び税額
10%

382円

 

 



令和３年度
１　基本項目

問診
理学的所見（身体診察）
身長
体重
肥満度・標準体重
血圧
中性脂肪
ＨＤＬ－コレステロール
ＬＤＬ－コレステロール
ＡＳＴ（ＧＯＴ）
ＡＬＴ（ＧＰＴ）
γ－ＧＴ（γ－ＧＴＰ）

腎機能検査 血清クレアチニン（※）、eGFR（※）
尿酸検査 血清尿酸（※）

空腹時血糖
ヘモグロビンA1c
尿糖・半定量
尿蛋白・半定量
尿潜血・半定量（※）

（※）千葉市独自の追加項目

２　詳細項目
末梢血液一般検査

計

心電図検査（１２誘導）

計

健診医療機関実施分精密眼底検査

計
上記以外医療機関実施分精密眼底検査

計 4,202円

眼底検査

1,120円

税率及び税額
10%

112円
1,232円
3,820円

税率及び税額
10%

382円

心電図検査

1,300円

税率及び税額
10%

130円
1,430円

貧血検査

210円

税率及び税額
10%
21円
231円

税率及び税額
10%

817円
合計額 8,987円

血液学的検査判断料（ヘモグロビンA1c） 1,250円
結果等通知費（再診料） 690円

小計 8,170円

尿検査 260円

採血料 350円
生化学検査・判断料 1,440円

脂質検査

990円肝機能検査

血糖検査
490円

特定健康診査単価表（別表３）

健診項目区分
個別方式

単価

診察 2,700円

 

 

 



令和２年度
１　基本項目

問診
理学的所見（身体診察）
身長
体重
肥満度・標準体重
血圧
中性脂肪
ＨＤＬ－コレステロール
ＬＤＬ－コレステロール
ＡＳＴ（ＧＯＴ）
ＡＬＴ（ＧＰＴ）
γ－ＧＴ（γ－ＧＴＰ）

腎機能検査 血清クレアチニン（※）、eGFR（※）
尿酸検査 血清尿酸（※）

空腹時血糖
ヘモグロビンA1c
尿糖・半定量
尿蛋白・半定量
尿潜血・半定量（※）

（※）千葉市独自の追加項目

２　詳細項目
末梢血液一般検査

計

心電図検査（１２誘導）

計

健診医療機関実施分精密眼底検査

計
上記以外医療機関実施分精密眼底検査

計 3,938円

眼底検査

760円

税率及び税額
10%
76円
836円

3,580円

税率及び税額
10%

358円

心電図検査

1,300円

税率及び税額
10%

130円
1,430円

貧血検査

210円

税率及び税額
10%
21円
231円

税率及び税額
10%

817円
合計額 8,987円

血液学的検査判断料（ヘモグロビンA1c） 1,250円
結果等通知費（再診料） 690円

小計 8,170円

尿検査 260円

採血料 350円
生化学検査・判断料 1,440円

脂質検査

990円肝機能検査

血糖検査
490円

特定健康診査単価表（別表３）

健診項目区分
個別方式

単価

診察 2,700円

 

 

 

 



平成３１年度

※１０月１日以降については、消費税法の改正により消費税率が10％となった場合の税額及び合計額。
１　基本項目

問診
理学的所見（身体診察）
身長
体重
肥満度・標準体重
血圧
中性脂肪
ＨＤＬ－コレステロール
ＬＤＬ－コレステロール
ＡＳＴ（ＧＯＴ）
ＡＬＴ（ＧＰＴ）
γ－ＧＴ（γ－ＧＴＰ）

腎機能検査 血清クレアチニン（※）、eGFR（※）
尿酸検査 血清尿酸（※）

空腹時血糖
ヘモグロビンA1c
尿糖・半定量
尿蛋白・半定量
尿潜血・半定量（※）

9月30日まで（8％） 10月1日以降（10％）
649円 812円

8,769円 8,932円
（※）千葉市独自の追加項目

２　詳細項目
末梢血液一般検査

9月30日まで（8％） 10月1日以降（10％）
16円 21円

計 226円 231円

心電図検査（１２誘導）
9月30日まで（8％） 10月1日以降（10％）

104円 130円
計 1,404円 1,430円

健診医療機関実施分精密眼底検査

9月30日まで（8％） 10月1日以降（10％）
60円 76円

計 820円 836円
上記以外医療機関実施分精密眼底検査

9月30日まで（8％） 10月1日以降（10％）
286円 358円

計 3,866円 3,938円

眼底検査

760円

税率及び税額

3,580円

税率及び税額

血液学的検査判断料（ヘモグロビンA1c） 1,250円

税率及び税額

結果等通知費（再診料） 690円
小計 8,120円

税率及び税額

合計額

貧血検査

210円

税率及び税額

心電図検査

1,300円

尿検査 260円

採血料 300円
生化学検査・判断料 1,440円

脂質検査

990円肝機能検査

血糖検査
490円

特定健康診査単価表（別表３）

健診項目区分
個別方式

単価

診察 2,700円

 

 

 



初回面接分

最終評価

初回面接分

最終評価

中断分

令和２～５年度

特定保健指導単価表（別表４）

心電図検査費用 １，４３０円

３，５７４円

４，３２５円

２１，１１５円

５ポイントにつき、
４２４円

積極的支援

区分 委託料単価（税込）

動機付け支援
３，１６９円



9月30日まで 10月1日以降

１，４０４円 １，４３０円

初回面接分 ３，５０９円 ３，５７４円

最終評価終了分 ３，１１１円 ３，１６９円

初回面接分 ４，２４３円 ４，３２５円

最終評価終了分 ２０，７１７円 ２１，１１５円

中断分
５ポイントにつき、

４１６円
５ポイントにつき、

４２４円

積極的支援

H31特定保健指導単価表（別表４）

※１０月１日以降については、消費税法の改正により消費税率が10％となった場合
   の税額及び合計額。

区分 委託料単価（税込）

心電図検査費用

動機付け支援

 


